
奈
良
県
教
育
委
員
会
事
務
局
組
織
及
び
事
務
分
掌
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。平

成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日

奈
良
県
教
育
委
員
会
委
員
長

濵

上

和

康

奈
良
県
教
育
委
員
会
規
則
第
四
号

奈
良
県
教
育
委
員
会
事
務
局
組
織
及
び
事
務
分
掌
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
奈
良
県
教
育
委
員
会
事
務
局
組
織
及
び
事
務
分
掌
規
則
の
一
部
改
正
）

奈
良
県
教
育
委
員
会
事
務
局
組
織
及
び
事
務
分
掌
規
則
（
平
成
二
十
年
三
月
奈
良
県
教
育
委

第
一
条

員
会
規
則
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
の
表
企
画
管
理
室
の
項
中
「
予
算
経
理
係
」
の
下
に
「
、
企
画
法
令
係
」
を
加
え
、
同
表

教
職
員
課
の
項
中
「
定
数
企
画
係
」
を
「
定
数
管
理
係
」
に
、
「
教
員
免
許
係
」
を
「
人
事
企
画
係

」
に
改
め
、
同
表
学
校
教
育
課
の
項
中
「
生
徒
指
導
第
一
係
、
生
徒
指
導
第
二
係
」
を
「
幼
児
教
育

係
、
特
別
支
援
教
育
係
」
に
改
め
、
同
表
特
別
支
援
教
育
企
画
室
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

生
徒
指
導
支
援

生
徒
指
導
第
一
係
、
生
徒
指
導
第
二
係

室
第
三
条
の
表
人
権
・
社
会
教
育
課
の
項
中
「
社
会
教
育
係
」
の
下
に
「
、
家
庭
教
育
係
」
を
加
え

る
。第

四
条
学
校
教
育
課
の
項
第
四
号
中
「
生
徒
指
導
及
び
」
を
削
り
、
同
項
中
第
十
号
を
第
十
一
号

と
し
、
第
九
号
を
第
十
号
と
し
、
第
八
号
を
第
九
号
と
し
、
第
七
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

八

特
別
支
援
教
育
に
関
す
る
こ
と
。

第
四
条
特
別
支
援
教
育
企
画
室
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

生
徒
指
導
支
援
室

一

生
徒
指
導
に
関
す
る
指
導
及
び
助
言
に
関
す
る
こ
と
。

二

生
徒
指
導
に
係
る
事
業
の
実
施
に
関
す
る
こ
と
。

三

教
職
員
の
生
徒
指
導
研
修
に
関
す
る
こ
と
。

四

生
徒
指
導
に
関
す
る
調
査
研
究
及
び
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

第
四
条
人
権
・
社
会
教
育
課
の
項
第
十
一
号
中
「
及
び
社
会
教
育
」
を
「
、
社
会
教
育
及
び
家
庭

教
育
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
十
三
号
と
し
、
同
項
中
第
十
号
を
第
十
二
号
と
し
、
第
九
号
を
第



十
一
号
と
し
、
第
八
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

九

家
庭
教
育
の
広
報
及
び
啓
発
に
関
す
る
こ
と
。

十

家
庭
教
育
の
学
習
機
会
の
充
実
に
関
す
る
こ
と
。

（
奈
良
県
教
育
委
員
会
事
務
局
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

奈
良
県
教
育
委
員
会
事
務
局
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
一
年
十
一
月
奈

第
二
条

良
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２

理
事
及
び
教
育
次
長
は
、
教
育
長
を
補
佐
し
、
そ
の
命
を
受
け
、
特
命
事
項
を
掌
理
し
、
所
属

職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。

第
七
条
中
第
三
項
を
削
り
、
第
四
項
を
第
三
項
と
す
る
。

（
奈
良
県
立
橿
原
考
古
学
研
究
所
管
理
運
営
規
則
の
一
部
改
正
）

奈
良
県
立
橿
原
考
古
学
研
究
所
管
理
運
営
規
則
（
昭
和
五
十
五
年
三
月
奈
良
県
教
育
委
員
会

第
三
条

規
則
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
及
び
第
三
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
組
織
）考

古
学
研
究
所
に
調
査
部
を
置
き
、
調
査
部
に
調
査
課
を
置
く
。

第
二
条

２

前
項
に
定
め
る
部
に
置
く
課
の
ほ
か
、
考
古
学
研
究
所
に
総
務
課
、
事
業
計
画
課
及
び
企
画
課

を
置
く
。

（
分
掌
事
務
）

各
課
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
三
条総

務
課

一

公
印
の
管
守
に
関
す
る
こ
と
。

二

文
書
事
務
に
関
す
る
こ
と
。

三

予
算
決
算
及
び
会
計
経
理
（
博
物
館
に
係
る
も
の
を
含
む
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

四

財
産
及
び
物
品
の
管
理
（
博
物
館
に
係
る
も
の
を
含
む
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

五

そ
の
他
他
の
課
の
所
掌
に
属
さ
な
い
事
項

事
業
計
画
課

一

広
報
等
情
報
発
信
に
関
す
る
こ
と
。

二

市
町
村
と
の
連
携
に
関
す
る
こ
と
。

三

発
掘
調
査
業
務
の
契
約
に
関
す
る
こ
と
。



調
査
課

一

遺
跡
及
び
埋
蔵
文
化
財
（
以
下
「
遺
跡
等
」
と
い
う
。
）
の
学
術
的
、
専
門
的
調
査
及
び
そ

の
指
導
に
関
す
る
こ
と
。

二

遺
跡
等
の
調
査
報
告
書
そ
の
他
遺
跡
等
に
関
す
る
刊
行
物
の
刊
行
に
関
す
る
こ
と
。

企
画
課

一

遺
跡
等
に
関
す
る
学
術
的
、
専
門
的
調
査
及
び
研
究
の
成
果
の
普
及
に
関
す
る
こ
と
。

二

考
古
資
料
（
博
物
館
に
お
い
て
保
管
す
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び
そ
の
関
連
資
料
の
収
集
及

び
保
管
に
関
す
る
こ
と
。

三

遺
物
の
保
存
処
理
に
関
す
る
こ
と
。

第
六
条
第
二
号
中
「
次
長
」
の
下
に
「
、
課
長
」
を
加
え
、
同
条
を
第
六
条
の
二
と
し
、
第
五
条

の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
組
織
）博

物
館
に
学
芸
課
を
置
く
。

第
六
条

（
奈
良
県
立
教
育
研
究
所
管
理
運
営
規
則
の
一
部
改
正
）

奈
良
県
立
教
育
研
究
所
管
理
運
営
規
則
（
平
成
五
年
三
月
奈
良
県
教
育
委
員
会
規
則
第
七
号

第
四
条

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「
教
科
指
導
部

「
教
科
教
育
部

第
二
条
第
一
項
中

家
庭
・
幼
児
教
育
部

を

教
育
相
談
部

に
改
め
る
。

教
育
相
談
部

」

特
別
支
援
教
育
部
」

第
三
条
教
科
指
導
部
の
項
中
「
教
科
指
導
部
」
を
「
教
科
教
育
部
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「

指
導
」
を
「
支
援
」
に
改
め
、
同
項
中
第
二
号
を
削
り
、
第
三
号
を
第
二
号
と
し
、
第
四
号
を
第
三

号
と
し
、
第
五
号
を
削
り
、
第
六
号
を
第
四
号
と
し
、
同
条
中
家
庭
・
幼
児
教
育
部
の
項
を
削
り
、

教
育
相
談
部
の
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

特
別
支
援
教
育
部

一

特
別
支
援
教
育
に
関
す
る
調
査
研
究
及
び
教
育
関
係
職
員
の
研
修
に
関
す
る
こ
と
。

二

障
害
の
あ
る
幼
児
、
児
童
及
び
生
徒
の
就
学
及
び
教
育
相
談
に
関
す
る
こ
と
。

三

特
別
支
援
教
育
に
関
す
る
啓
発
及
び
支
援
に
関
す
る
こ
と
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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